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＜内容＞

1. 適切な資産管理の推進（総論）

2. 水道施設の維持及び修繕（省令改正）

3. 水道施設台帳の作成

4. 水道施設の計画的な更新等
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１．適切な資産管理の推進
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水道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）の概要



１．適切な資産管理の推進

第二十二条の二 水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に
従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を
行わなければならない。
２ 前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行うための点検
に関する基準を含むものとする。

水道法第２２条の２（水道施設の維持及び修繕）

5

第二十二条の三 水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、こ
れを保管しなければならない。
２ 前項の台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要
な事項は、厚生労働省令で定める。

水道法第２２条の３（水道施設台帳）

第二十二条の四 水道事業者は、長期的な観点から、給水区域
における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努
めなければならない。
２ 水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、水道
施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを
作成し、これを公表するよう努めなければならない。

水道法第２２条の４（水道施設の計画的な更新等）

「維持」・・・水道施設の運転、保守、巡視、点検、
清掃等の水道の機能を保持するための事実行為であっ
て工事を伴わないもの。

「修繕」・・・老朽化した施設又は故障若しくは損傷
した施設を対象として機能が発揮できる原状程度に復
旧することをいうもの。

「点検」・・・水道施設の異常の有無や機能の低下な
どの状態を確認すること。

「水道施設台帳」・・・水道施設の維持管理及び計画
的な更新のみならず、災害対応、広域連携及び官民連
携の推進等の各種取組の基礎となるもの。

災害時でも台帳が活用できるよう、分散保管やバック
アップ、停電対策等の危機管理対策を行う。

「水道施設の計画的な更新」・・・水需要や水道施設
の更新需要等の長期的な見通しを踏まえ、地域の実情
に応じ、水の供給体制を適切な規模に見直すことも含
め、水道施設の全部又は一部を取り替えることにより、
必要な水道施設の機能を維持・向上させること。

水道施設の適切な管理に関する事項（法第２２条の２～の４）



１．適切な資産管理の推進
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広域連携や官民連携等
のための基礎情報として活用

大規模災害時等の
危機管理体制の強化

水道施設の適切な管理
(維持管理水準の底上げ)

アセットマネジメント
の精度向上

点検を含む

水道施設の維持

及び修繕

水道施設台帳

の作成

水道施設の

計画的な更新等

老朽化等に起因する事故の防止

点検・補修履歴等を含め、水道

施設の適切な把握に基づく管理

の実施

長寿命化による投資の抑制

保有資産の適切な把握とその

精度の向上

水道施設の更新需要の平準化

大規模災害時に円滑に応急対

策活動できるよう、水道施設

の基礎情報を整備・保管

広域連携や官民連携等の実現

可能性の調査・検討等に用い

る施設整備計画・財政計画等

の作成に活用

適切な資産管理の推進により期待される効果



(1)台帳
整備

•適切な維持・修繕の実施による、老朽化等を起因とする事故防止や施設の長寿命化
•新技術の活用等による効果的な維持・修繕の実施(2)維持

修繕

•水道施設台帳の整備による現状整理（令和4年10月1日水道法の義務規定適用）
•台帳の電子化促進

(3)計画的
更新

•アセットマネジメントの実施、精度の向上（参考：手引き、簡易支援ツール、活用事例集）
•需要予測を織り込んだ、長期的な収支の試算、収支の見通し作成及び公表、定期的な見直しの実施

(4)試算の
精緻化

•事業単位及び地域単位での、施設のダウンサイジングや統廃合等を織り込むシナリオの策定
•単純更新と上記のシナリオのそれぞれの試算を実施し、(1)～(3)と併せて検討

(5)料金
見直し

•(1)～(4)を踏まえた料金の算定、見直しの実施により、健全な経営の確保が可能な料金を設定
•資産維持費を適切に含める必要があることに留意

持続可能な水道事業の実現持続可能な水道事業の実現

１．適切な資産管理の推進

水道法第22条の３関係

水道法第22条の２関係

水道法第22条の4関係
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適切な資産管理の推進プロセス



１．適切な資産管理の推進
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（1）水道施設の基準適合検査（法第５条施設基準）

（法第22条の2第2項に規定する点検を含む。）

（2）給水開始前の水質検査及び施設検査（法第１３条第１項）

（3）給水装置の構造及び材質の基準適合検査（法第１６条）

（4）定期及び臨時の水質検査（法第２０条第１項）

（5）関係者の健康診断（法第２１条第１項）

（6）衛生上必要な措置（法第２２条）

（7）台帳の作成（法第２２条の３第１項）

（8）給水の緊急停止（法第２３条第１項）

（9）給水停止命令による給水停止（法第３７条）

※ 赤字は平成30年12月の水道法改正で新たに追加された項目

水道技術管理者の業務（水道法第１９条第２項）



＜内容＞
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1. 適切な資産管理の推進（総論）

2. 水道施設の維持及び修繕（省令改正）

3. 水道施設台帳の作成
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水道法第２２条の２（水道施設の維持及び修繕）

水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。
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道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等※に対しても、５年に１回以上の点
検や、点検・修繕記録の保存等を義務付ける（令和６年４月１日施行）

水道法施行規則第１７条の２（水道施設の維持及び修繕）

○ 水道施設の状況（構造、位置、維持又は修繕の状況等）を勘案して、適切な時期に、目
視その他適切な方法により点検を行う。

○ 水道施設の点検の結果、異状を把握したときは、修繕その他必要な措置を講ずる。
○ 点検は、コンクリート構造物（水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲に

おいて目視が可能なものに限る）については、次のとおりの対応とする。

概ね５年に１回以上の適切な頻度で点検を行う
点検した際は、以下の事項を記録する（次の点検まで保存）

点検の年月日、点検を実施した者の氏名、点検の結果
点検した結果、施設の異常を把握し修繕を行った場合には、その内容を記録する（利用期間
保存）

目視と同等以上の方法による点検が可能であることを明確化（令和６年４月１日施行）

２．水道施設の維持及び修繕

※ 水管橋、橋梁添架管及び水路橋を指す。



11

２．水道施設の維持及び修繕



２．水道施設の維持及び修繕
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遠隔による巡視や目視と同等以上の方法による点検にあたっては、水道施設を良好な状態に保てることを前提として、人による評

価や判定の全部又は一部の代わりに AI 等の新技術を用いて、評価や判定の精緻化、自動化・無人化を行うことが期待できる。

無人航空機（ドローン）

北九州市の事例（厚生労働省HPより）

ＡＩ管路劣化診断

朝来市の事例（厚生労働省HPより）

ロボットカメラ点検

「六十谷水管橋破損に係る調査委員会報告書（本編）」
（令和4年11月、和歌山市）より

福岡市の事例
（厚生労働省HPより）

岐阜市の事例（厚生労働省HPより）

水道技術研究センター
「水道における新技術事例集（Aqua-LIST）」より

水道技術研究センター
「水道における新技術事例集

（Aqua-LIST）」より

水中ロボット点検

管路漏水検知 ポンプ設備異常検知

振動センサーによる状態監視 衛星SARによるリモートセンシング
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２．水道施設の維持及び修繕

水管橋崩落事故の教訓等を踏まえて改訂（R5.3）

「水道施設の点検を含む維持・修繕ガイドライン」（令和５年３月改訂）
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ガイドラインの構成（目次） 改訂（案）のポイント

第１章 総説 ←ガイドライン改訂の経緯を追記

第２章 「点検を含む維持・修繕」の位置付け

第３章 「点検を含む維持・修繕」の実施方法
3.1 法令の規定内容

3.1.1 点検を含む維持・修繕
3.1.2 水道法施行規則で規定するコンクリート構造物の点検
3.1.3 水道法施行規則で規定する水管橋等の点検

3.1.4 点検及び修繕の記録

← 巡視・点検に係る新技術の活用を記載

← 施行規則で定める対象施設、点検手法、点検
頻度等について記載

← 施行規則で定める点検及び修繕の記録方法に
ついて記載

3.2 コンクリート構造物 ～ 3.4 建築物

3.5 管路
3.5.1 管路一般
3.5.2 水管橋及び橋梁添架管
3.5.3 附属設備

← 六十谷水管橋崩落事故等で得られた知見に基
づき大幅改訂

3.6 機械・電気設備 3.7 計装設備

第４章 取水施設 第５章 貯水施設 第６章 導水施設
第７章 浄水施設 第８章 送・配水施設 第９章 計装設備

← 水路橋の記載について、水管橋等に準ずる旨
を記述

２．水道施設の維持及び修繕

「水道施設の点検を含む維持・修繕ガイドライン」の改訂ポイント

項目追加

大幅改訂
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２．水道施設の維持及び修繕

「水管橋等の維持・修繕に関する検討報告書」（令和５年３月）の概要



＜内容＞
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1. 適切な資産管理の推進（総論）

2. 水道施設の維持及び修繕（省令改正）

3. 水道施設台帳の作成

4. 水道施設の計画的な更新等



水道法第２２条の３（水道施設台帳）

水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。

17

３．水道施設台帳の作成

水道法施行規則第１７条の３（水道施設台帳）

令和4年10月1日から適用

調書及び図
面の記載事
項に変更が
あったとき
は速やかに
これを訂正
しなければ
ならない。
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３．水道施設台帳の作成

水道施設台帳の作成にあたっての留意点等

○ 水道施設台帳は、水道施設の維持管理及び計画的な更新のみならず、災害対応、広域連携及び官民連携の推進等の
各種取組の基礎となるものであり、適切に作成及び保存する。

○ 記載する情報は、水道法施行規則第17条の３で定める事項に加え、水道事業者等の業務状況等を十分に踏まえた
上で、事業の円滑な実施に有効となる情報も含めた形で整備することが望ましい。具体的には、以下の情報の追加
が想定される。

• 給水管に関する情報（口径・材質など）
• 点検、修繕記録
• 工事図面
• 施設の写真
• 制水弁の開閉状況 等

○ 紙媒体及び電子媒体のいずれであっても差し支えないが、長期的な資産管理を効率的に行う観点から、台帳の電子
化に努める。

○ 情報の一部が欠損している場合は、以下の方法等による情報の補完について検討する。
• 過去の工事記録の整理
• 認可（変更）申請書に添付する図面及び工事設計書等の整理
• 現地調査
• 他の社会資本（下水道、道路、電気及びガス等）の整備状況や同種管路の普及時期等から、当該施設の設置年

度等を推測
• 過去に在籍した職員への聞き取り調査

○ 災害時でも台帳が活用できるよう、分散保管やバックアップ、停電対策等の危機管理対策を行う。

○ 水道施設台帳の情報を固定資産台帳の情報に整合させることにより、中長期的な更新需要の算定の精度を向上させ
ることについて検討する。

「水道法の一部改正に伴う水道施設台帳の整備について（令和元年9月30日課長通知）」より抜粋



19

３．水道施設台帳の作成

水道事業・水道用水共有事業では約95％が作成しているのに対し、簡易水道事業では約81％
にとどまっている。未作成の水道事業者等においては早急に水道施設台帳を作成されたい。

水道施設台帳の作成状況について

86% 95% 81%



＜内容＞
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1. 適切な資産管理の推進（総論）

2. 水道施設の維持及び修繕（省令改正）

3. 水道施設台帳の作成

4. 水道施設の計画的な更新等



水道法第２２条の４（水道施設の計画的な更新等）

1. 水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な
更新に努めなければならない。

2. 水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、水道施設の更新に要する費用を含むその事業
に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
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４．水道施設の計画的な更新等

水道法施行規則第１７条の４（水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表）

長期的な収支の試算長期的な収支の試算

収支の見通しの公表収支の見通しの公表

収支の見通しの見直し収支の見通しの見直し

○ 30年以上の期間を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算 → 当該試算に基づき料金算定

○ 試算は、算定期間における給水収益を適切に予測するとともに、水道施設の損傷、腐食その他の
劣化の状況を適切に把握又は予測した上で、水道施設の新設及び改造の需要を算出し、水道施設
の規模及び配置の適正化、費用の平準化並びに災害その他非常の場合における給水能力を考慮

○ 収支の見通しについては、長期的な収支の試算に基づき、10年以上を基準とした合理的な期間
について公表

○ 収支の見通しを作成した時は、概ね３年から５年ごとに見直す

水道法施行規則第12条



管路経年化率及び管路更新率の現状
管路経年化率は22.1％※まで上昇、管路更新率は0.64％まで低下（令和３年度）

※ 全管路延長約74.2万kmに占める法定耐用年数（40年）を超えた管路延長約16.4万kmの割合

管路経年化率(%)

（出典）水道統計を基に算出

管
路

経
年

化
率

（
％

）

法定耐用年数を超えた管路延長÷管路総延長×100

管路更新率(%)

更新された管路延長÷管路総延長×100

管
路

更
新

率
（

％
）
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令和３年度
厚生労働
大臣認可

都道府県
知事認可

全国平均

管路経年化率 23.7% 19.2% 22.1%

管路更新率 0.70% 0.52% 0.64%

管路の年代別内訳（令和３年度時点） (km)

法定耐用年数（４０年）を超えた管路延長 164,084
２０年を経過した管路延長（４０年超を除く） 338,386
上記以外 240,273
管路延長合計 742,743
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４．水道施設の計画的な更新等

【アセットマネジメントの実施状況】

令和３年度のアセットマネジメントを実施している事業者・・・ 89.6%（ 1,248 事業者）
標準精度（タイプ３Ｃ※１）以上で実施している事業者は・・・・ 66.7%（ 929 事業者）
詳細精度（タイプ４Ｄ※２）で実施している事業者・・・・・・・ 10.4%（ 145 事業者)

※１ 施設の再構築や規模の適正化等までは検討していないが、将来の投資必要額（更新需要）は把握
※２ 施設の再構築や規模の適正化、適切な水道料金水準等資金確保の検討を反映

検討手法（タイプ別）の実施状況（事業者数）

出典）令和４年３月厚生労働省水道課調べ

財政収支の見通しの検討手法

更新需要の見通しの検討手法

タイプ１（簡略型） 56 3 29 5 93

タイプ２（簡略型） 8 64 149 2 223

タイプ３（標準型） 1 1 708 25 735

タイプ４（詳細型） 0 1 51 145 197

タイプＡ
（簡略型）

タイプB
（簡略型）

タイプC
（標準型）

タイプＤ
（詳細型）

合計

注）実施事業者数には実施中の事業者も含まれる
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適正な水道料金の設定 ～長期的な収支の試算に基づく料金算定スケジュール（例）～
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○ 水道施設の維持及び修繕関係の省令改正については、それぞれの水道事業者等の実情に応じ、

「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」及び「水管橋等の維持・修

繕に関する検討報告書」を適宜参考にしながら、令和６年４月１日の施行に向けて遺漏なきよ

う準備を進め、引き続き、適切な資産管理の推進に努めていただくようお願いします。

○ また、各水道事業者等におかれては、平成30年の水道法改正において規定された、水道施設の

計画的な更新に関する事項や、水道料金算定等の供給規定に関する事項を踏まえ、これら規定

について改めて確認していただくとともに、さらなる水道の基盤強化に向け、引き続き、ア

セットマネジメントの精度向上や、適正な水道料金の設定について、状況に応じた検討を進め

ていただきたい。

○ なお、今後の立入検査では、アセットマネジメントの取組状況や水道施設の計画的な更新につ

いて引き続き確認するとともに、水道料金の設定の基礎として資産維持費が含まれているか等

についても新たに確認するなど、関係法令等の遵守状況について重点的に確認する予定です。

（「水道施設の更新に係る状況を踏まえた計画的な更新及び適正な水道料金の設定等の促進について」（令和5年7月6日水道課長通知）」より

最後に


